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1．JP-MIRAI（責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム）とは

外国人労働者受入れに関わる皆さまと協力し、

外国人労働者の権利保護と生活・労働環境の改善を通じ、

外国人労働者から「選ばれる日本」となることを目指すプラットフォーム

JP-MIRAIの3つの柱

「ビジネスと人権」における協働

国際社会では、企業のサプライチェーン管理や倫理
的なリクルート等、国際基準に合わせた人権への取
組みや法制化が進んでいます。JP-MIRAIでは企業
が個社で取り組むことが難しい人権デュー・ディリ
ジェンスを支援する「企業協働プログラム」を提供し
ています。

参加企業数

26

関連企業数

約200

外国人労働者との情報共有・共助

ポータルサイト登録者数

約5,300

日本を目指す/日本で暮らす外国人に向けた正しい
情報を発信するサイト/アプリを運営し、日本での生
活に役立つ知識を学べるコンテンツを掲載していま
す（JP-MIRAIポータル）。また、仕事、生活、学校、
行政手続きなど、あらゆる相談を受け付ける無料相
談窓口（JP-MIRAIアシスト）を運営しています。

学びあいと内外への発信

会員数

約900

外国人労働者受入れに関わる多様なステークホル
ダーで構成された会員の皆さまと、互いの課題を共
有し合い、課題解決に向けた活動を推進しています。
会員向けの勉強会・セミナー・送出し国でのスタディ
ツアーを定期的に開催しています。また、自治体向け
に「選ばれる地域づくり」を支援しています。

※2026年1月時点

FERI（Fair and Ethical Recruitment Initiative -公正で倫理的なリクルート)は、
この「ビジネスと人権」における協働に位置する取り組みです。
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2. FERIとは

FERIは、外国人労働者の採用において、国際水準に基づき、手数料負担や不公正な採用を防ぐことを目的とした、民間主体の
取り組みです。送出機関・斡旋機関・使用者(受入企業)の役割と責任を「FERIガイドライン」※として定め、労働者一人一人への
モニタリングに基づき「FERI認証」を付与することを通じて、優良な企業・団体を表彰します。今後、ますます厳しくなる外国人労
働者の採用を巡る国際基準に対応するとともに、良い人材の確保及び人材の定着にも効果があるとされています。

※FERIガイドラインの著作権は、弁護士法人Global HR Strategyが有し、一般社団法人JP-MIRAIは利用権が与えられます。

送出機関
斡旋機関

使用者

FERI登録・FERI研修を受講

FERI認証取得
優良団体の表彰

STEP1

求人票の作成・JP-MIRAIによる審査STEP2

来日後、労働者へのモニタリング実施STEP3

疑義なし 〇 疑義あり △

STEP4

FERI参加団体
への是正勧告

※悪質な場合は

FERIからの除名

救済メカニズム

外国人労働者は、採用〜帰国
までの全プロセスで
JP-MIRAIアシスト（相談窓口）
で無料相談可能。

FERIガイドラインに合意した送出機関・斡旋機関・使用者の三者が連携し、
以下の流れでFERI認証を取得します。

◼ ベトナム、インドネシア、ネパールでは、運用開始。

◼ バングラデシュ、インド他でも今後順次展開予定。

◼ FERIでは、企業単位ではなく求人票単位で認証を
行っています。

◼ 国際労働移動は、送出機関・斡旋機関・使用者という
複数の関係者が関与して成り立っています。１社が
FERIに準拠しても、他の関係者による違反が発生す
る可能性があります。そのため、3者が合意した
求人票ごとに認証することで、倫理的なリクルートの
実現に努めます。

求人票
FERI認証ロゴ(例)

FERI対象国

FERI認証

FERIの仕組み
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国際労働移動における公正で倫理的なリクルートメントを達成するのに必要な送出機関、斡旋機関、使用者、移住労働者及び
求人について、それぞれ満たすべき基準を定めています。

３-1. FERIガイドライン ～ 概要

第1章

FERI
ガイドライン

総則

第2章

送出機関の
ガイドライン

第3章

斡旋機関の
ガイドライン

第4章

使用者の
ガイドライン

第5章

移住労働者の
ガイドライン

第6章

求人の
ガイドライン

次ページ以降
で詳しく説明

FERIガイドラインの構成 FERIガイドラインの適応範囲

募集 訓練
斡旋
手続き

保護 再統合

募集人
等

教育機関
送出機関

送出機関 送出国政府 出身国政府

出身国
（送出国）

国内外労働市場の接続

就労 社会統合

斡旋機関 就労先 出身国政府

目的国
（受入国）

保護

受入国政府

採用
配置

本ガイドラインは、以下の全ての移住労働の過程において参照されるも
のとします。

FERIガイドライン 4

https://jp-mirai.org/wp-content/uploads/FERI_guideline_jp_20251216.pdf
https://jp-mirai.org/wp-content/uploads/FERI_guideline_jp_20251216.pdf
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3-2. FERIガイドライン ～ 第2章 送出機関のガイドライン

1 送出機関の責任
送出機関は、送出国と国際労働市場をつなぐ重要な役割を担い、移住労働者が国際労働市場へアクセスする最初の窓口とし
て、公正かつ公平に業務を行う責任を負う。

2 送出機関が担う機能
送出機関は、以下の機能を担う。移住労働者への情報提供/募集/職業能力・語学能力の向上支援/住環境の提供/斡旋機関の
選定/就業機会の確保/国際移動の支援/渡航後のモニタリング/有事の際の保護/帰国および再統合の支援等

3 募集の手段 送出国の法令で許されている手段により募集活動を行い、FERI 認定求人票に募集手段の限定がある場合、それを遵守する。

4 募集時の情報提供 募集時に、求人内容・職業訓練機関・面接時期・費用の支払い時期や内訳を含む、正確な情報提供を行う。

5 募集経路 送出機関が直接募集を行い、第三者（ブローカー等）を介することはできない。

6 募集時の禁止事項 送出機関は、募集時に年齢、性別、出身地域、人種、宗教に基づく差別を行わない。

7 契約の締結 契約書は、移住労働者が理解できる言語で作成し、内容を十分説明する。

8 職業訓練 移住労働者に対し、費用を徴収せず職業訓練を提供する。

9 語学訓練 移住労働者に対し、費用を徴収せず語学訓練を提供する。

10 住居環境
移住労働者に対し、無償で住居を提供する。住居は、衛生かつ安全であり、緊急時の避難経路、適当な水温のシャワー・照明・
空調、個人が管理できるセキュリティボックス、個人の居住空間が確保されるものとする。

11 食事の提供
移住労働者に対し、無償で食事を提供する。食事はCODEX基準を満たす必要がある。生活手当を支給し、自炊を促すことも
可能。

送出機関向けガイドラインは全33項目で構成されています。以下のような対応を送出機関に求めています。

※以下は内容を簡潔にまとめたものです。詳細は必ずガイドライン原本をご確認ください。

※補足1 参照
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3-2. FERIガイドライン ～ 第2章 送出機関のガイドライン

12 借入れの斡旋 FERI 認定求人票に基づく場合、斡旋自体を行わない。

13 サービス対価の設定
送出機関は、移住労働者・斡旋機関・使用者に対するサービス対価の金額と内訳を自社のウェブサイト等で情報公開する。
FERI 認定求人票に基づく場合、移住労働者に対しては、サービス対価を請求しない。

14 斡旋機関の選択 法令遵守、人権尊重、移住労働者の活躍機会最大化の観点から、適切な斡旋機関を選定する。

15 公正な営業活動 斡旋機関・使用者に対し、接待、金銭の提供等の利益を提供した営業を行わない。

16 利益供与
斡旋機関・使用者との取引関係を形成した後についても、接待、金銭の提供、移住労働者の就業場所における通訳の無償提供
等の利益の提供を行わない。

17 移住労働者への
求人情報の提供

移住労働者に対し、求人情報を正確に提供し、求人情報を説明する機会を設ける。

18 移住労働者の職業選択の自由
の尊重

移住労働者の職業選択の自由を尊重し、複数の求人情報から職業を選択することができるよう努める。

19 移住労働者の
権利制限の禁止

妊娠・出産や私生活の自由を含む移住労働者の権利を制限しない。

20 移住労働者の能力を最大化
させることの措置

移住労働者が自己実現を達成し、移住労働者が持つ能力を最大化するよう、職業訓練や語学訓練の提供に努める。

21 PDO の実施
移住労働者に対し、法令に基づき受入国での生活・職業や心身の安全を確保することに資する内容の Pre Departure 
Orientation（PDO）を提供する。

22 円滑な国際移動への支援 ステークホルダーと連携し、円滑な渡航を支援する。

23 渡航後のモニタリング 移住労働者の生活状況及び就労状況をモニタリングし、必要があれば移住労働者を支援する。
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3-2. FERIガイドライン ～ 第2章 送出機関のガイドライン

24 受入国へ移動後の保護 移住労働者が受入国で困難に直面し保護が必要な場合、ステークホルダーと協力して保護する。

25 強制的な帰国への
加担の禁止

他のステークホルダーが、本人の同意なく移住労働者を帰国させようとする場合、送出機関は当該ステークホルダーへ協力し
ない。

26 帰国後の円滑な
再社会統合

移住労働者が送出国へ帰国する場合、円滑に社会へ再統合することができるよう支援するよう努める。

27 強制労働・人身取引・
人権侵害の防止

送出機関の職員に対して、強制労働、人身取引、人権侵害を防止するために必要な訓練を定期的に実施する。

28 ガイドラインの実質的な
遵守

本ガイドラインを実質的に遵守するものとし、用語を形式的に読み替える等してガイドラインの遵守を回避しない。

29 第三者を媒介とする
行為の禁止

本ガイドラインに適合しない行為について、第三者に当該行為を行わせない。

30 情報提供
募集前に、次の情報を斡旋機関・使用者へ提供する。
└第三者利用の有無/過去2年の契約数/渡航実績/契約対価の平均額/失踪者数。
斡旋機関へ取り次ぐ際には以下を提供する。
└募集経路移/住労働者が支払った費用と内訳

31 法令の遵守 送出国の法令及び受入国の法令を遵守して事業を営む。

32 情報公開 送出機関は、次の情報を送出機関のウェブサイトに掲載する。
• 過去 2 年間における移住労働者との間の契約数
• うち海外に渡航することができた移住労働者の数
• 想定される料金金額と内訳

33 準 FERI 確認求人票の
取扱い

準 FERI 確認求人票については、性質として準用できる範囲で、FERI 認定求人票の規定を適用する。 ※補足２ 参照
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補足1 教育費用の取扱い基準

特定の国においては、日本での就労に必要な語学研修等を一定程度実施した後に、面接を行い採用につなげる
ケースがあります。その場合、採用活動前の教育費用をリクルートコストに含めるかについては、以下の通り整理しています。

１） 在留資格を取得するための最低条件（例： 特定技能の場合の日本語検定N4や技能試験合格）のための教育は、
使用者がその教育を改めて要求しない限り、③労働者負担となります。

２） 移住労働者による負担費用について、ベトナムのように上限規制がある場合には、それが優先されるものとします。

移住労働者が送出機関とリクルート契約を締結する時点

①使用者が要求した教育に関する教育費用
（求人票に記載したかを問わない）

③上記①②以外の教育に関する費用

②送出機関が別の機関から候補者の紹介を受
けた場合、当該前段階の機関に支払った費用
（それ以前も含む）

全ての教育費用

使用者負担

使用者負担

労働者負担

使用者負担

渡航
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補足２ 使用者の負担額と2つの基準

使用者が負担する
採用手数料および関連費用

使用者負担額 FERI
ガイドライン
の該当規定FERI 準FERI

A. 採用手数料 使用者が100％負担

★一部は移住労働者が負担可能
（送出国の送出し機関によって移住労働者、斡旋機関、または使用者に提供され
るサービスに対する報酬で、送出サービス報酬として法律で定められた上限額を
遵守していなければならない）

2.13c

B. 関連コスト

i. 医療費 使用者が100％負担 使用者が100％負担

ii. 保険料 使用者が100％負担 使用者が100％負担

iii.技能・資格試験の費用 使用者が100％負担 使用者が100％負担

iv.研修とオリエンテーション
の費用

使用者が100％負担 ★一部は移住労働者が負担可能
（職業訓練および語学研修の費用、教材費を含む）

2.8b
2.9b

ｖ. 設備費 使用者が100％負担 使用者が100％負担

ｖi. 旅費宿泊費

使用者が100％負担
(「送出し国での国内交通費」は除外される場合があります）

★一部は移住労働者が負担可能
（移住労働者が受入国への移住準備期間中の居住費用）

2.10b

★一部は移住労働者が負担可能
（移住労働者が受入国への移動準備期間中の食費）

2.11b

★一部は移住労働者が負担
（「送出し国での国内交通費」）

4.8b

記載されていないその他の費用 使用者が100％負担 使用者が100％負担

FERI認定求人票

国際スタンダードに基づき、以下の全項目の100%を
使用者が負担します。

準FERI確認求人票

FERI基準の採用を目指す移行段階として「準FERI」があります。「★移住労働者が一部負担可能」
と表示されている項目に限り、★印の項目合計額の50％を超えない範囲で移住労働者に負担させ
ることができます。なお、移住労働者が負担する金額は、必ず求人票に明記されます。
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4. FERIの流れ（送出機関向け）

送出機関
斡旋機関

使用者

FERI登録・FERI研修を受講

FERI認証取得
優良団体の表彰

STEP1

求人票の作成・JP-MIRAIによる審査STEP2

来日後、労働者へのモニタリング実施STEP3

疑義なし 〇 疑義あり △

STEP4

FERI参加団体
への是正勧告

※悪質な場合は

FERIからの除名

全体の流れ 送出機関にご対応いただく事項

3社がFERIガイドラインを
遵守し、FERIに参加
することに合意します

本PPT「4. FERIに参加するための手順」を参考

に、FERIの登録手続きを進めてください。

登録後、案内に従い研修を受講してください。

内定者にJP-MIRAIがモニタリングアンケート

（またはインタビュー）を実施します。

JP-MIRAIからの指示に従い、内定者への情報提

供に協力してください。

疑義がある場合、JP-MIRAIが実施する調査に

協力してください。

※FERI認証取得となった場合、JP-MIRAIによる

インタビューやイベント登壇にご協力をお願いする可能性が

ございます（ご協力は任意です）。

FERIの登録から認証取得までの流れは以下の通りです。詳しいフローは、本PPT末尾にある別添「FERIワークフロー」をご参考ください。
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参考： 育成就労制度によるルールの変更

育成就労制度施行規則（9月30日公布）

（外国の送出機関）
第二十条 法第九条第一項第十一号（法第十一条第二項におい
て準用する場合を含む。）の主務省令で定める要件は、次のとお
りとする。
四 監理型育成就労外国人等及び監理支援機関から徴収する手
数料その他の費用について算出基準を明確に定めてインターネッ
トその他の適切な方法を利用して公衆の閲覧に供する方法によ
り公表するとともに、当該費用について監理型育成就労外国人等
及び監理支援機関に対して明示し、十分に理解させることとして
いること

（送出機関に支払った費用の額の基準）
第二十一条 法第九条第一項第十一号（法第十一条第二項にお
いて準用する場合を含む。）の主務省令で定める基準は、育成就
労計画に記載された報酬の月額に二を乗じて得た額を超えない
こととする。

送出機関は、訪日前手数料の算定基準を明確化し、費用を
Webサイトで公表することが義務付けられます。

2027年4月より、技能実習制度が廃止され、育成就労制度が導入されます。育成就労制度の施行規則（2025年9月公布）の中で、
FERIとも関連する部分として以下が法制化されています。

受入企業が作成する「育成就労計画」の中で、外国人労働者が送出機
関に支払った費用を確認した上で明記することが義務付けられます。
その金額が月給2か月分以下であり、残りは受入企業が支払っている
ことが条件になります。

11
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5. FERI事例紹介

運用開始以降、約10社がJP-MIRAIの審査を通過し、FERI登録企業・団体となりました。FERI基準に基づく初の採用事例

に関わる3者の事例を紹介します。

14

• 業種・職種：半導体電子部品製造事業

• 送出し国：ネパール（NJ-FERI）

• 採用人数：10名（予定）

• 在留資格：技能実習

• 給与(月額)：177,848円

• 労働者負担額：0円

FERI認定求人票番 20250001

【使用者負担額（労働者1人あたり）】

513,700円＋往復航空券

※うちFERI基準に基づき増加となった額
296,000円

斡旋機関（監理団体）様

GMT協同組合

送出機関様

SUCCESS NEPAL MANPOWER

使用者様

株式会社村田産業

受入機関の一員として事業を進めるなかで
気づいた外国人材の来日前に起こっている
問題、特に2点（①不十分な求人情報を含む
海外現地でのミスリード、②人材本人への徴
収費用の増額化）に対する有効な改善策とし
てFERIに可能性を感じたことに始まりま
す。今後は「良い人材と良い企業を結ぶ
スキーム」を、良い送出機関と共に標準化
したいと思います。

12
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FERIに参加するための手順

13
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6. 参加申し込み方法

「JP-MIRAI C会員」にご入会いただくことで、FERIに参加することができるようになります。

A会員 B会員 C会員 D会員

年会費（税込価格）
120,000円～
（別途契約） 66,000円 30,000円(初年度無料） 26,400円

企業協働プログラム
ブランドホルダーのサプライ
チェーン管理支援 〇 ー ー ー

公正で倫理的なリクルート
FERI
移住労働者の高額な費用負
担を是正するための枠組み 〇 〇 〇 ー

中小企業向け動画教材
人権を守る行動規範を分か
りやすく解説 〇 〇 ー 〇

有料会員限定イベント・情報
提供（LMS利用） 〇 〇 〇 〇

発行可能
アカウント数 5アカウント 3アカウント 1アカウント 1アカウント

14

https://jp-mirai.org/jp/program/
https://jp-mirai.org/jp/feri/
https://jp-mirai.org/jp/feri/
https://jp-mirai.org/jp/learningmaterials_smes/
https://jp-mirai.org/wp-content/uploads/LMS_Contents_2025421.pdf
https://jp-mirai.org/wp-content/uploads/LMS_Contents_2025421.pdf
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6. 参加申し込み方法

LMSの利用 イベントへの参加 ネットワーキング

JP-MIRAI C会員は、以下のようなサービスを利用することができます。

◆C会員が受けられるサービス

LMS（Learning 
Management 
System）のアカウントを
発行します。FERI研修動
画や最新情報、事務局か
らのお知らせを見ること
ができます。

JP-MIRAIが定期的に開
催する会員限定イベント
に参加できます。日本の
受入れや制度の最新情報
を学べる貴重な機会です。
※日本語のみでの開催の
場合もあります。

FERIに参加している使
用者や斡旋機関のリスト
を公開しています。
ネットワーキングとしてご
活用いただけます。

15
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6. 参加申し込み方法

STEP1
次の４つの書類を用意してください。

FERIガイドライン
への誓約書

「過去の募集実績と
料金内訳」が
掲載された
HPのURL

責任者の履歴書
送出国における
送出機関としての
事業許可証

STEP2
全て揃ったら、国別申込リンクよりお申込みください。

• VJ-FERI (ベトナム Vietnam)
• IJ-FERI (インドネシア Indonesia)
• NJ-FERI (ネパール Nepal)
• BJ-FERI (バングラデシュ Bangladesh) ※申込方法はJP-MIRAI  Webサイトにも掲載されています。

16

https://jp-mirai.learning-ware.jp/sales/apply/top?id=356b964e125ff2d6b8ac99d4c5471425379fd88311a8e0f1d4833a997835f2df
https://jp-mirai.learning-ware.jp/sales/apply/top?id=356b964e125ff2d6b8ac99d4c5471425379fd88311a8e0f1d4833a997835f2df
https://jp-mirai.learning-ware.jp/sales/apply/top?id=356b964e125ff2d6b8ac99d4c5471425379fd88311a8e0f1d4833a997835f2df
https://jp-mirai.learning-ware.jp/sales/apply/top?id=356b964e125ff2d6b8ac99d4c5471425379fd88311a8e0f1d4833a997835f2df
https://jp-mirai.learning-ware.jp/sales/apply/top?id=356b964e125ff2d6b8ac99d4c5471425379fd88311a8e0f1d4833a997835f2df
https://jp-mirai.learning-ware.jp/sales/apply/top?id=356b964e125ff2d6b8ac99d4c5471425379fd88311a8e0f1d4833a997835f2df
https://jp-mirai.learning-ware.jp/sales/apply/top?id=343ce8f5350afa2eca314266804b40410d99dedfae5cf0c129f817eb91f85dd3
https://jp-mirai.learning-ware.jp/sales/apply/top?id=343ce8f5350afa2eca314266804b40410d99dedfae5cf0c129f817eb91f85dd3
https://jp-mirai.learning-ware.jp/sales/apply/top?id=343ce8f5350afa2eca314266804b40410d99dedfae5cf0c129f817eb91f85dd3
https://jp-mirai.learning-ware.jp/sales/apply/top?id=343ce8f5350afa2eca314266804b40410d99dedfae5cf0c129f817eb91f85dd3
https://jp-mirai.learning-ware.jp/sales/apply/top?id=343ce8f5350afa2eca314266804b40410d99dedfae5cf0c129f817eb91f85dd3
https://jp-mirai.learning-ware.jp/sales/apply/top?id=343ce8f5350afa2eca314266804b40410d99dedfae5cf0c129f817eb91f85dd3
https://jp-mirai.learning-ware.jp/sales/apply/top?id=264abd655a95614665e046dba448240fc84983ce1d0995845f6d8cfe61ca1c17
https://jp-mirai.learning-ware.jp/sales/apply/top?id=264abd655a95614665e046dba448240fc84983ce1d0995845f6d8cfe61ca1c17
https://jp-mirai.learning-ware.jp/sales/apply/top?id=264abd655a95614665e046dba448240fc84983ce1d0995845f6d8cfe61ca1c17
https://jp-mirai.learning-ware.jp/sales/apply/top?id=264abd655a95614665e046dba448240fc84983ce1d0995845f6d8cfe61ca1c17
https://jp-mirai.learning-ware.jp/sales/apply/top?id=264abd655a95614665e046dba448240fc84983ce1d0995845f6d8cfe61ca1c17
https://jp-mirai.learning-ware.jp/sales/apply/top?id=264abd655a95614665e046dba448240fc84983ce1d0995845f6d8cfe61ca1c17
https://jp-mirai.learning-ware.jp/sales/apply/top?id=22a939dbca1cfecf8348f3176c2f3358f0ec825543c95ec19ebdb97c931e73b8
https://jp-mirai.learning-ware.jp/sales/apply/top?id=22a939dbca1cfecf8348f3176c2f3358f0ec825543c95ec19ebdb97c931e73b8
https://jp-mirai.learning-ware.jp/sales/apply/top?id=22a939dbca1cfecf8348f3176c2f3358f0ec825543c95ec19ebdb97c931e73b8
https://jp-mirai.learning-ware.jp/sales/apply/top?id=22a939dbca1cfecf8348f3176c2f3358f0ec825543c95ec19ebdb97c931e73b8
https://jp-mirai.learning-ware.jp/sales/apply/top?id=22a939dbca1cfecf8348f3176c2f3358f0ec825543c95ec19ebdb97c931e73b8
https://jp-mirai.learning-ware.jp/sales/apply/top?id=22a939dbca1cfecf8348f3176c2f3358f0ec825543c95ec19ebdb97c931e73b8
https://jp-mirai.org/collaboration/feri/application_recruiting-agency/
https://jp-mirai.org/collaboration/feri/application_recruiting-agency/
https://jp-mirai.org/collaboration/feri/application_recruiting-agency/
https://jp-mirai.org/collaboration/feri/application_recruiting-agency/
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7. 提出書類の詳細

FERIガイドラインへの誓約書

1. 下記リンクから、誓約書のフォームをダウンロードしてください。

English / Bahasa Indonesia / Tiếng Việt / Nepali

2. 様式の左上部に組織ロゴの画像データを貼ってください。

3. 誓約書に記載のすべての条項をお読みいただき、同意いただけ
る場合はすべてのチェック欄にチェックを入れてください（同意
いただけない場合は、お申込みができません）。

4. ご記入いただいた様式を印刷し、代表者が署名してください。

5. 署名後、スキャンしてPDFまたは画像ファイルで申込サイトから
アップロードしてください。
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


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









Company Logo

Date: Month DD, YYYY

To JP-MIRAI

Dear Sir / Madam,

1 that the documents submitted herewith are correct and true. 

2

information being submitted in our documents.          

3 that we will strictly comply with applicable law and regulation in xxx (CoO) and Japan through every 

process of recruitment of migrant workers through FERI operation.

4

recruitment of migrant workers through FERI operation

[RA’s Name]

[RA’s Address]

signature of representative
[Representative's Name]

Check Article Predge/commitment to each article of FERI guideline

2.1 We acknowledge the responsibility to carry out fair and impartial business operations.

2.2 We shall be responsible for the functions which are defined in this article.

2.3 We shall conduct recruitment activity according to this article.

2.4 We shall provide accurate information according to this article.

2.5 We shall conduct recruitment activity through the route which is defined in this article.

2.6 We shall not conduct the prohibitions which are defined in this article.

2.7 We shall conclude the contact with migrant workers according to this article.

2.8 We shall provide vocational training to each migrant worker according to this article.

2.9 We shall provide language training to each migrant worker according to this article.

2.10 We shall provide residence to each migrant worker according to this article.

2.11 We shall provide meals to each migrant worker according to this article.

2.12 We shall not provide loan arrangement for migrant workers according to this article.

2.13 We shall not charge compensation for our service to migrant worker according to this article.

2.14 We shall select the host country's recruitment agency according to this article.

2.15 We shall not provide inappropriate business activities according to this article.

2.16 We shall not provide inappropriate benefit according to this article.

2.17 We shall provide accurate job information according to this article.

2.18 We shall respect freedom to choose job from multiple job-orders according to this article.

2.19 We shall not restrict migrant workers' rights according to this article.

2.20 We shall provide vocational and language training according to this article.

2.21 We shall conduct Pre Departure Orientation according to this article.

2.22 We shall support migrant workers' smooth move to the host country according to this article.

2.23 We shall monitor the condition of migrant workers and support them according to this article.

2.24 We shall protect migrant workers according to this article.

2.25 We shall not cooperate with attempt to return without consent according to this article.

2.26 We shall support migrant workers' smooth social reintegration according to this article.

2.27 We shall regularly provide our personnel with necessary training according to this article.

2.28 We shall comply with the Guidelines substantially according to this article.

2.29 We shall not conduct the prohibitions which are defined in this article.

2.30 We shall provide information according to this article.

2.31 We shall comply with laws and regulations according to this article.

2.32 We shall post the information on our website according to this article.

2.33 We shall apply the provisions of FERI to Semi-FERI according to this article as much as possible.

Declaration Letter to participate FERI operation

We,    (name of RA in CoO)        , a corporation dully organized and existing under the law of xxxx (CoO), and

having its office at       (address of RA in CoO)        , hereby declare :

that we will strictly comply with all the following article in FERI Guideline through every process of 

that we will be responsible for any legal actions arising out of any misrepresentation of facts or incorrect

ガイドラインの理解と遵守を確認するため、
誓約書の提出をお願いしています。
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https://jp-mirai.org/wp-content/uploads/FERI_format_of_declaration_letter_en.xlsx
https://jp-mirai.org/wp-content/uploads/FERI_format_of_declaration_letter_id.xlsx
https://jp-mirai.org/wp-content/uploads/FERI_format_of_declaration_letter_np-1.xlsx
https://jp-mirai.org/wp-content/uploads/FERI_format_of_declaration_letter_np-1.xlsx
https://jp-mirai.org/wp-content/uploads/FERI_format_of_declaration_letter_np-1.xlsx
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7.提出書類の詳細

掲載形式（フォーマット）は問いません。これから作成される場合は、こちらの
フォーマットをダウンロードのうえ、ご利用いただけます。実績・料金のフォーマット

ガイドライン2-32に従い、次の3つの情報をWebサイトで公開していただくよう、お願いいたします。

「過去の募集実績と料金内訳」が掲載されたHPのURL

ガイドライン2-32

送出機関は、自社ウェブサイトに次の情報を掲載してください。
1. 過去2年間における移住労働者との契約数
2. そのうち、実際に海外へ渡航した移住労働者の数
3. 想定される料金額とその内訳

この要件を満たさないままお申込みされるケースが非常に多く見受けられます。
お申込み前にご確認をお願いいたします。

18

https://jp-mirai.org/wp-content/uploads/RA_FERI_Records_20250804.xlsx
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7. 提出書類の詳細

責任者の履歴書 送出国における送出機関としての事業許可証

適切な運営体制が整っているか確認するため、
責任者のCVをご提出いただいております。

政府に正式に登録された合法的な送出機関かどうか確認
するため、各国の政府機関が発行する事業許可証を提出
してください。

sample

19
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８. 参加にあたる注意点

年会費用について 登録時の言語について

初年度の利用は無料です。2年目
からは、年間30,000円の会費
がかかります。
継続利用をご希望の場合は、初
年度契約の終了1か月前に、クレ
ジットカードの登録案内のメール
が配信されます。

申込サイトは日本語になります。
日本語以外の言語でご覧になり
たい場合、お使いの端末・ブラウ
ザの翻訳機能を使って画面を翻
訳してご覧ください。
お困りの際は、JP-MIRAIまで
お気軽にご連絡ください。

20
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別添
FERIワークフロー

21
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[1.準備段階]

送出し機関 JP-MIRAI 斡旋機関 使用者移住労働者 送出国パートナー

送出国における送出し機関の登録と訓練 SOPs 2-10

Process Start

説明会説明会への参加

FERIに参加 ?

申込書

審査失格通知

FERIシステムへの登録

合格

失格

合格通知

Process End

*1

Yes
*2

JP-MIRAI有料会員
へのご入会

[注2] 申込書
以下の書類を提出する必要あ
り
・記入済み申込書
・FERIガイドライン及び関連
法令遵守に関する誓約書（雛
形は次頁）
・過去の採用実績一覧
・責任者の履歴書
・送出国における送出し機関
としての営業ライセンスの写
し

[注3] 審査基準
・必要書類の提出
・組織の存在確認
・営業許可の有効性確認
• GL２．３２に従いホームページでの情報公開
✓ 移住労働者との契約数（過去２年間）
✓ 海外に渡航できた移住労働者の数
✓ 想定される料金金額と内訳

・法令違反の履歴がないこと
・採用活動に関する十分な経験
• 日本政府発表の送出機関リストに含まれている

[注１]
日本の斡旋機関や使用者は送出し機関を推薦すること
が可能

*3

助言

[注4]
有料会員の年会費は年間３万
円ですが、初年度無料となっ
ています。

*4

JP-MIRAIによる
送出し機関訓練

Process End

JP-MIRAIウェブサイトに
送出し機関名をアップロード

22
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Company Logo

Date: Month DD, YYYY

To JP-MIRAI

Dear Sir / Madam,

1 that the documents submitted herewith are correct and true. 

2

information being submitted in our documents.          

3 that we will strictly comply with applicable law and regulation in xxx (CoO) and Japan through every 

process of recruitment of migrant workers through FERI operation.

4

recruitment of migrant workers through FERI operation

[RA’s Name]

[RA’s Address]

signature of representative
[Representative's Name]

Check Article Predge/commitment to each article of FERI guideline

2.1 We acknowledge the responsibility to carry out fair and impartial business operations.

2.2 We shall be responsible for the functions which are defined in this article.

2.3 We shall conduct recruitment activity according to this article.

2.4 We shall provide accurate information according to this article.

2.5 We shall conduct recruitment activity through the route which is defined in this article.

2.6 We shall not conduct the prohibitions which are defined in this article.

2.7 We shall conclude the contact with migrant workers according to this article.

2.8 We shall provide vocational training to each migrant worker according to this article.

2.9 We shall provide language training to each migrant worker according to this article.

2.10 We shall provide residence to each migrant worker according to this article.

2.11 We shall provide meals to each migrant worker according to this article.

2.12 We shall not provide loan arrangement for migrant workers according to this article.

2.13 We shall not charge compensation for our service to migrant worker according to this article.

2.14 We shall select the host country's recruitment agency according to this article.

2.15 We shall not provide inappropriate business activities according to this article.

2.16 We shall not provide inappropriate benefit according to this article.

2.17 We shall provide accurate job information according to this article.

2.18 We shall respect freedom to choose job from multiple job-orders according to this article.

2.19 We shall not restrict migrant workers' rights according to this article.

2.20 We shall provide vocational and language training according to this article.

2.21 We shall conduct Pre Departure Orientation according to this article.

2.22 We shall support migrant workers' smooth move to the host country according to this article.

2.23 We shall monitor the condition of migrant workers and support them according to this article.

2.24 We shall protect migrant workers according to this article.

2.25 We shall not cooperate with attempt to return without consent according to this article.

2.26 We shall support migrant workers' smooth social reintegration according to this article.

2.27 We shall regularly provide our personnel with necessary training according to this article.

2.28 We shall comply with the Guidelines substantially according to this article.

2.29 We shall not conduct the prohibitions which are defined in this article.

2.30 We shall provide information according to this article.

2.31 We shall comply with laws and regulations according to this article.

2.32 We shall post the information on our website according to this article.

2.33 We shall apply the provisions of FERI to Semi-FERI according to this article as much as possible.

Declaration Letter to participate FERI operation

We,    (name of RA in CoO)        , a corporation dully organized and existing under the law of xxxx (CoO), and

having its office at       (address of RA in CoO)        , hereby declare :

that we will strictly comply with all the following article in FERI Guideline through every process of 

that we will be responsible for any legal actions arising out of any misrepresentation of facts or incorrect

誓約書

送出し機関は、このテンプレートを使用して、FERI ガイドラインおよ
び関連法に準拠する旨の誓約書を作成して提出するものとします。

この部分がFERIガイドラインの送出し機関部分の各項目へ
の遵守の確約となります。

送出し機関用

23

[1.準備段階]
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Process End

送出し機関 JP-MIRAI 斡旋機関 使用者移住労働者 社会保険労務士連合会

求人票の事前審査 SOPs 3-13

Process Start

求人内容の確定

求人票への採番と
社会保険労務士連合会

への審査の依頼

審査

求人票

失格通知

FERIシステムへの登録

Pass

Not pass

Process End

*1

*2

変更要求

認証ロゴの発行 認証ロゴの連絡

失格通知
合格通知

[FERI認証] 又は
[準FERI確認]

[注1] FERI GL 第6章

6.7 母国への一時帰国に関する考慮事項
6.8 提供される住居の基準
6.9 出発前職業訓練
6.10 出発前語学研修
6.11 採用に必要な費用の負担
6.12 求人票(JP-MIRAI)における採用相談
窓口・救援窓口の明確化 SOPs ３-1３

[注2] 審査基準
・FERIガイドラインへの準拠
・送出国および日本の適用法令への準拠

LSSA : Labor and Social 
Security Attorney

[Note 3] LOGO
■FERI認証 ■ 準FERＩ確認

ロゴには「FERIとは何か？」を説明するJP-MIRAIの
ウェブサイトへのリンクが含まれています。

*3

[２.採用から渡航までの段階]
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送出し機関 JP-MIRAI 斡旋機関 使用者移住労働者 VAMAS

送出国における採用活動と契約 SOPs 3-14

Process Start

ロゴとQRコード付きの
認定/確認済み求人票

ロゴとQRコード付きの
認定/確認済み求人票

法律で認められた手段での
送出し機関による採用活動

[注1] FERI ガイドライン
2.3 募集の手段
2.4 募集時の情報提供
2.5 募集経路
2.6 募集時の禁止事項

*1

採用活動依頼

採用する移住労働者の選択 採用する移住労働者の選択

雇用契約・サービス契約雇用契約 雇用契約サービス契約

[注2] FERIガイドライン
2.7契約の締結

*2

アプリのインストール用に
（ID番号を含んだ）
QRコードを発行

提供されたQRコードを
使ってJP-MIRAIアプリを

移住労働者のスマホに
インストールさせる

提供されたQRコードを
使ってJP-MIRAIアプリを

インストール

JP-MIRAIのコーディネー
ターがアプリ上で会話し

アプリのインストールが終了
していることを確認

JP-MIRAIの
コーディネーターとの連絡

[２.採用から渡航までの段階]
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送出し機関 JP-MIRAI 斡旋機関 使用者移住労働者 送出国パートナー

渡航前訓練・オリエンテーション SOPs 3-15

Process Start

職業訓練・日本語訓練

[注1] FERIガイドライン
2.8 職業訓練
2.9 語学訓練
2.10住居環境
2.11食事の提供
2.12借入れの斡旋
2.13 Setting of Compensation 
for Services

*1

渡航前オリエンテーション

[注2] FERIガイドライン
2.21 渡航前オリエンテーション（PDO)

の実施

*2

モニタリングと支援
[1８ページ参照]

苦情・支援が必要な際には
JP-MIRAIへアプリを

通じてコンタクト

Process End

日本に向けて出発

[注3] FERIガイドライン
2.22円滑な国際移動への支援

*3

渡航の支援

[２.採用から渡航までの段階]
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送出し機関 JP-MIRAI 斡旋機関 使用者移住労働者 送出国パートナー

渡航前のモニタリング SOPs 3-15/16/17

Process Start

モニタリングと支援
[JP-MIRAIアシスト]

事実確認調査協力

FERI運営委員会
(除名、矯正指導)

深刻度？

苦情・支援が必要な際には
JP-MIRAIへアプリを

通じてコンタクト

軽微
(支援)

調査協力調査協力

必要なら改善 必要なら改善必要なら改善

Process End

移住労働者への
フィードバック

[注1]
相談対象労働者の氏名その他の個人情報の秘密
が保持され、不利益を被らないよう最大限の注意
を払わなければならない。

*1
深刻

問題解決

問題解決

助言

[２.採用から渡航までの段階]
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送出国パートナー 斡旋機関 使用者 移住労働者送出し機関 JP-MIRAI

日本到着後 SOPs 3-16

Process Start

日本に到着

到着後オリエンテーション
の実施

移住労働者の受け入れ

*1

[注1] FERIガイドライン(斡旋機関の役割)
3.18 出入国の際の支援
3.19 到着後オリエンテーション（PAO)の実施

[注2] FERIガイドライン (送出し機関の役割)
2.24受入国へ移動後の保護
2.25強制的な帰国への加担の禁止

到着後オリエンテーション
への参加

勤務開始

*2,3

*2,3

*2,3

移住労働者は必要な時
いつでもJP-MIRAIアシス

トへ連絡可能

モニタリングと支援
[JP-MIRAI assist]

[注3]
22ページ参照

*3

[注3] FERIガイドライン (斡旋機関の役割)
3.21 移住労働者の保護
3.22 強制的な帰国への加担の禁止

[３．雇用段階]
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送出国パートナー 斡旋機関 使用者 移住労働者送出し機関 JP-MIRAI

定期的なモニタリングと認証 SOPs 3-15/16/17

Process Start

アンケートへの回答
又はインタビュー

アンケートへの回答
又はインタビューの依頼

移住労働者の来日後1－3か月後

ガイドライン
との合致

FERI証明書又は
準FERI確認書の発行

FERI証明書又は
準FERI確認書の受領

FERI証明書又は
準FERI確認書の受領

合致確認

[注2] ロゴ
FERI          準FERI 

証明書 確認書

[注1]
証明書/確認書の発行は
毎月末に実施

*1

*2

FERI証明書又は
準FERI確認書の受領

合致せず JP-MIRAIアシストへ
（ページ2２参照）

JP-MIRAIウェブサイトで
送出し機関と使用者の
ステータスを更新

Process End

[注3]
一般レポートには個人情報や
企業の詳細情報は含まれません

*3

[注5]
入国日から1年毎にモニタリングを実施し
ます。違反が判明した場合、証明書または
確認書は取り消されます。

報告書の作成/
関係者への送付

賞の発行

[注4]
審査基準については、FERI運営委員
会にて審議の上で決定されます。

*4

[３．雇用段階]
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定期モニタリング

[特記事項]

送出し機関は、移住労働者が契約に署名した後、直ちに
JP-MIRAI事務局から送信されるQRコードを使用して
監視ツール（JP-MIRAIポータルアプリ）をインストール
するようにする必要があります。

JP-MIRAI
ポータルアプリモニタリング用アンケート

1) 日本到着後、移住労働者はJP-MIRAIアプリを通じ
て、到着後約1ヶ月と約1年後にモニタリングの為の
アンケートに回答します。

2) JP-MIRAIは、登録機関に対し、移住労働者個人が
特定されないよう細心の注意を払いつつ、集約され
たモニタリング結果を提供します。

3) 到着後のモニタリングで問題が確認されない場合、
当該の求人票はFERI認証または準FERI確認のい
ずれかに指定されます。

[３．雇用段階]
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送出国パートナー 斡旋機関 使用者 移住労働者送出し機関 JP-MIRAI

日本到着後の苦情処理のメカニズム SOPs 3-15/16/17/18/19/20

Process Start

苦情・支援が必要な状態

問題解決

[JP-MIRAIアシスト]

事実確認

深刻度?

調査協力調査協力調査協力

軽微
(支援)

深刻

[注1]
相談対象の移住労働者の氏名その他の
個人情報の秘密が保持され、不利益を
被らないよう最大限の注意を払わなければ
ならない。

*1 *2

違法性？

違法

SOPs 3-19

合法

FERIガイドライ
ンとの合致？

FERI運営委員会

告発

[３．雇用段階]
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決定

送出国パートナー 斡旋機関 使用者 移住労働者送出し機関 JP-MIRAI

日本到着後のモニタリング SOPs 3-18/19/20

Process End

FERIからの除名

助言 FERI運営委員会

1.使用者・斡旋機関・送出し
機関の除名

2. 是正指導

3. 問題解決支援

FERIからの除名 FERIからの除名

改善 改善 改善

協力 協力協力

SOPs 3-18

SOPs 3-18

SOPs 3-20

移住労働者
へのフィードバック

問題解決

[３．雇用段階]
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